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平成２８年第３回邑南町議会定例会（第３日目）会議録 

                                     平成２８年３月１０日（木）  

―― 午前９時３０分 開会 ―― 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

開議宣告 

●議長（辰田直久） おはようございます。定足数に達しておりますので、これより、本日 

の会議を開きます。本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりでございま 

す。 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

●議長（辰田直久） 日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。３番平野議員、５番

和田議員、お願いをいたします。 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

日程第２ 議案の質疑 

●議長（辰田直久） 日程第２、議案の質疑。これより議案第６号から議案第６５号までの質

疑を行います。始めに、議案第６号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） ありませんか、無いようでございますので、議案第６号の質疑を終わりま

す。続きまして、議案第７号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 無いようですので、議案第７号の質疑を終わります。続きまして、議案

第８号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） はい無いようですので、議案第８号の質疑を終わります。続きまして、

議案第９号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 無いようですので、議案第９号の質疑を終わります。続きまして、議案

第１０号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 無いようですので、議案第１０号の質疑を終わります。続きまして、議

案第１１号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 無いようですので、議案１１号の質疑を終わります。続きまして、議案

第１２号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 



 

●議長（辰田直久） 無いようですので、議案第１２号の質疑を終わります。続きまして、議

案第１３号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 無いようですので、議案第１３号の質疑を終わります。続きまして、議

案第１４号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 無いようですので、議案第１４号の質疑を終わります。続きまして、議

案第１５号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 無いようですので、議案第１５号の質疑を終わります。続きまして、議

案第１６号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 無いようですので、議案第１６号の質疑を終わります。続きまして、議

案第１７号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 無いようですので、議案第１７号の質疑を終わります。続きまして、議

案第１８号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 無いようですので、議案第１８号の質疑を終わります。続きまして、議

案第１９号、指定管理者の指定についての質疑にあたりまして中村議員の除斥について採

決いたします。お諮りをいたします。議案１９号につきましては中村議員に直接の利害関

係がある事件であると認められますので地方自治法第１１７条の規定によって除斥したい

と思います。これにご異議はございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

●議長（辰田直久） 異議なしと認めます。よって中村議員を除斥することに決定をいたしま

した。中村議員の退場を求めます。 

●議長（辰田直久） それでは、議案第１９号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 無いようですので、議案第１９号の質疑を終わります。ここで退場され

ております中村議員の入場を求めます。続きまして、議案第２０号、指定管理者の指定に

ついての質疑にあたり、山中議員、三上議員の除斥について採決いたします。お諮りをい

たします。議案第２０号につきましては山中議員、三上議員に直接の利害関係のある事件

であると認められますので地方自治法第１１７条の規定によって除斥したいと思います。

これにご異議はございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 



 

●議長（辰田直久） 異議なしと認めます。よって山中議員、三上議員を除斥することに決定

をいたしました。山中議員、三上議員の退場を求めます。 

●議長（辰田直久） それでは、議案第２０号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 無いようですので、議案第２０号の質疑を終わります。ここで退場され

ております山中議員、三上議員の入場を求めます。続きまして議案第２１号、指定管理者

の指定についての質疑につきましては地方自治法１１７条の規定によって宮田議員、日野

原議員そして私は除斥となります。宮田議員、日野原議員の退場を求めます。私も退場い

たしますので議事進行を副議長にお願いいたします。 

●副議長（亀山和巳） それでは議案第２１号に対する質疑に入ります。質疑はありません

か。 

（「ありません」の声あり） 

●副議長（亀山和巳） 無いようですので、議案第２１号の質疑を終わります。ここで退場さ

れております宮田議員、日野原議員、辰田議員の入場を求めます。私の議事進行はここで

終えさせていただきます。 

●議長（辰田直久） 続きまして、議案第２２号に対する質疑に入ります。質疑はありません

か。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 無いようですので、議案第２２号の質疑を終わります。続きまして、議

案第２３号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 無いようですので、議案第２３号の質疑を終わります。続きまして、議

案第２４号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 無いようですので、議案第２４号の質疑を終わります。続きまして、議

案第２５号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 無いようですので、議案第２５号の質疑を終わります。続きまして、議

案第２６号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 無いようですので、議案第２６号の質疑を終わります。続きまして、議

案第２７号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 無いようですので、議案第２７号の質疑を終わります。続きまして、議

案第２８に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 



 

（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 無いようですので、議案第２８号の質疑を終わります。続きまして、議

案第２９号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 無いようですので、議案第２９号の質疑を終わります。続きまして、議

案第３０号、邑南町立障がい者支援施設条例の一部改正についての質疑につきましては地

方自治法第１１７条の規定によって宮田議員、日野原議員、そして私は除斥となります。

宮田議員、日野原議員の退場を求めます。私も退場いたしますので議事進行を副議長にお

願いをいたします。 

●副議長（亀山和巳）それでは、議案第３０号に対する質疑に入ります。質疑はありません

か。 

（「ありません」の声あり） 

●副議長 （亀山和巳） 無いようですので、議案第３０号の質疑を終わります。ここで退場さ

れております宮田議員、日野原議員、辰田議員の入場を求めます。私の議事進行はここで

終えさせていただきます。 

●議長（辰田直久） 続きまして、議案第３１号邑南町地域支援センター条例の一部改正につ

いての質疑にあたり山中議員、三上議員の除斥について採決いたします。お諮りをいたし

ます。議案第３１号につきましては山中議員、三上議員に直接の利害関係のある事件であ

ると認められますので地方自治法第１１７条の規定によって除籍したいと思います。これ

にご異議はございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

●議長（辰田直久）異議なしと認めます。よって山中議員、三上議員の除斥をすることに

決定をいたしました。山中議員、三上議員の退場を求めます。 

●議長（辰田直久）それでは、議案第３１号に対する質疑に入ります。質疑はありません

か。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久）無いようですので、議案第３１号の質疑を終わります。ここで退場され

ております山中議員、三上議員の入場を求めます。続きまして、議案第３２号に対する質

疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 無いようですので、議案第３２号の質疑を終わります。続きまして、議

案第３３号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 無いようですので、議案第３３号の質疑を終わります。続きまして、議

案第３４号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 



 

（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 無いようですので、議案第３４号の質疑を終わります。続きまして、議

案第３５号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 無いようですので、議案第３５号の質疑を終わります。続きまして、議

案第３６号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 無いようですので、議案第３６号の質疑を終わります。続きまして、議

案第３７号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 無いようですので、議案第３７号の質疑を終わります。続きまして、議

案第３８号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 無いようですので、議案第３８号の質疑を終わります。続きまして、議

案第３９号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 無いようですので、議案第３９号の質疑を終わります。続きまして、議

案第４０号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

●大屋議員（大屋光宏）８番 

●議長（辰田直久） ８番、大屋議員 

●大屋議員（大屋光宏） 第５条の守秘義務とそれは理解できるのですが、それに関して第１

０条の罰則規定について、その罰則内容が適当であるかどうかの判断がちょっとできない

のですが、この１年以下の懲役または５０万以下の罰金というのはなにを根拠にして決め

られたか。と参考に町職員の方であれば守秘義務があると思うのですがその町職員の方の

罰則というのはどの程度のものかを教えてください。 

●議長（辰田直久） 服部総務課長 

●服部総務課長（服部導士） この罰則規定につきましては、この行政不服審査法の改正にと

もなう説明会において、この審査会の設置につきまして、一様の説明を受けておりまして、

その時にだされた内容の案をもとに作っておりましてほぼどの団体も同じように罰則規

定、同じような内容でもっておると思っております。 

●議長（辰田直久） 服部総務課長 

●服部総務課長（服部導士） 我々公務員等の罰則規定の遵守が手元にありませんので、必要

でしたらば調べさせていただきたいんですが。よろしいですか。 

●議長（辰田直久） 大屋議員 

●大屋議員（大屋光宏） 職員さんにも何らかの罰則規定があると思うんです。どちらが重い



 

か軽いかわからないのですが、仮に職員さんの方が軽かった場合これに従事される第８条

処務とあるのですが審査会の処務は総務課でおいて処理するということになるのですが、

要はこれに関わる職員さんとそれを審査する委員の皆さんというのは同じ守秘義務があ

るけれど、漏らした場合の罰則が異なるということは問題があると思うのですが、同じで

あるか・もし異なる場合は町の職員さんというのはこの事務に関わった場合の罰則という

のはどちらが適応されるのか。 

●議長（辰田直久） 服部総務課長 

●服部総務課長（服部導士） 先ほどの職員のケースの場合ですけれども、ちょうど手元に届

きましたので、地方公務員法の方で罰則規定につきましては、１年以下の懲役または３万

以下の罰金に処すとなっておりまして、これよりも厳しいものとなっております。よりま

して、これに従事します職員につきましても同様に委員さんのほうと同様な処分を受ける

ものと思っております。 

●議長（辰田直久） 大屋議員 

●大屋議員（大屋光宏） １年以下の懲役または５０万以下ということで、国なりの示された

もので同一になったということだと思います。ただ町職員さんでみれば、先ほどあったよ

うに１年以下の懲役で３万以下と言われたのです。かなり重い罰則を決められるにあたっ

て、こういうものはパブリックコメントというんです。そういうこの条例について町とし

て、どこも標準的に同じような罰則規定を設けるにしてもかなり重い罰則を設けるにあた

ってパブリックコメントが必要なかった、されなかった理由を教えてください。 

●議長（辰田直久） 服部総務課長 

●服部総務課長（服部導士） このものにつきましては、上位法となります行政不服審査法に

もとづいておりまして、この法改正によって設けなければならない審査機関であるという

ことでありまして、この内容につきましては上位法にもとづくもので何かの形でかわると

いうものではございませんので、基本的にパブリックコメントは必要ないと思い、行って

おりません。 

●議長（辰田直久） 他にありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 無いようですので議案第４１号の質疑を終わります。続きまして議案第

４２号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

失礼しました。議案４１号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 無いようですので、議案第４１号の質疑を終わります。続きまして、議

案第４２号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 無いようですので、議案第４２号の質疑を終わります。続きまして、議



 

案第４３号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 無いようですので、議案第４３号の質疑を終わります。続きまして、議

案第４４号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 無いようですので、議案第４４号の質疑を終わります。続きまして、議

案第４５号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 無いようですので、議案第４５号の質疑を終わります。続きまして、議

案第４６号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

●議長（辰田直久） ６番宮田議員 

●宮田議員（宮田博） 第８条の２項に、あの連帯保証人という条項がございますが、この基

金の条例の趣旨からしますと、これまあ行政関連、いわゆる法人格を有する団体等であれ

ば連帯保証人というのは必要としないのではないか。そしてまた、いろいろと組織の中で

短期間で交代をするという中で徴求しにくいというようなこともあるのではないかと思い

ますのでこの項を削除するか、あるいは原則等々の条文にするか、そのあたりはどうでし

ょうか。ちなみに同様の条例で保証人を要しないというような条例をもっておられる近隣

の町村もあるように思います。 

●議長（辰田直久） 日高企画財政課長 

●企画財政課長（日高輝和） 第８条でございますけれども、連帯保証人２名ということを規

定としております。ご質問ありましたように確かに自治会等で公的な団体につきましては、

保証人をもうけないというようなことも検討いたしました。やはりただその中で、万が一

の場合、ということも想定いたしまして金額的にも５００万という限度枠を設定しており

ますので、それに備える必要もあるという見解もございましたのでここでは設定をさして

いただいておるところでございます。 

●議長（辰田直久） よろしいでしょうか。他にございませんでしょうか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 無いようですので、議案第４６号の質疑を終わります。続きまして議案

第４７号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 無いようですので、議案第４７号の質疑を終わります。続きまして、議

案第４８号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 無いようですので、議案第４８号の質疑を終わります。続きまして、議

案第４９号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 



 

（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 無いようですので、議案第４９号の質疑を終わります。続きまして、議

案第５０号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

●議長（辰田直久） はい、１２番亀山議員 

●亀山議長（亀山和巳） この福祉計画の改正にあたってはパブリックコメントが実施された

と伺いました。さきの教育民生常任委員会でもそのパブリックコメントの意見があったと

いうことは伺いましたが、その内容についてどういう意見だったのかということが公表で

きる範囲で教えてください。 

●議長（辰田直久） 沖福祉課長 

●沖福祉課課長（沖幹雄） パブリックコメントでございますが、１月２６日から２月２４日

の間おこなっております。募集をおこなっております。それで、１件ほどこの地域保健福

祉計画の中にあります高齢者福祉計画について意見をちょうだいしております。出されま

した意見ですけれど、「地域の高齢者への総合的な支援」の項目でございまして交通支援

です。緊急時救急車両の走路確保のため、大雪の際に生活道除雪の対応を検討してほしい。

ということにあわせまして、住まいの環境整備で通院や買い物等に車の運転を必要とする

高齢者のため、大雪の際に生活道除雪の対応を検討してほしい。という意見がだされてお

ります。 

●議長（辰田直久） 亀山議員 

●亀山議長（亀山和巳） その意見に対しては、その委員会をもたれてこれはこの計画事態を

変更する必要がないということで判断されたと伺いましたが、これに対するこの担当課と

いいますか、その当局の見解というものはどういうふうなものでしょうか。 

●議長（辰田直久） 沖福祉課長 

●沖福祉課課長（沖幹雄） これにつきましては、地域保健福祉計画推進協議会の方へ福祉課

の方でつくりました案を提示しまして、その中で議論いただきまして文言も修正しており

ます。ちょっと読んでみます。「町が行う大雪の際の除雪は、町道などの幹線道路、公共

施設において実施しており、幹線道路から民家までの除雪は自助努力等によりお願いして

います。高齢者自身や隣近所等の助け合いによる除雪にも限界があることは理解していま

す。しかしながら、私道等の生活道除雪を町でおこなうことは困難です。地区社協、自治

会、自主防災組織、隣近所の助け合い等によりお願いいたします。ただし、生命に危険が

及ぶ場合は消防団等による対応をおこないます。」ということで協議会のほうでも意見が

まとまっております。 

●議長（辰田直久） 他にありませんか。 

●議長（辰田直久） 無いようですので、議案第５０号の質疑を終わります。続きまして、議

案第５１号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 



 

●議長（辰田直久） 無いようですので、議案第５１号の質疑を終わります。議案第５２号か

ら議案第５８号までの質疑につきましては、歳入・歳出全般にわたっておこないます。あ

らかじめページを示してこれをおこなっていただきますよう、お願いをいたします。それ

では議案第５２号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 無いようですので、議案第５２号の質疑を終わります。続きまして、議

案第５３号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 無いようですので、議案第５３号の質疑を終わります。続きまして、議

案第５４号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 無いようですので、議案第５４号の質疑を終わります。続きまして、議

案第５５号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 無いようですので、議案第５５号の質疑を終わります。続きまして、議

案第５６号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 無いようですので、議案第５６号の質疑を終わります。続きまして、議

案第５７号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 無いようですので、議案第５７号の質疑を終わります。続きまして、議

案第５８号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 無いようですので、議案第５８号の質疑を終わります。続きまして、議

案第５９号から議案第６５号までの質疑につきましても歳入・歳出全般にわたっておこな

います。あらかじめページ数を示してこれをおこなっていただきますよう、お願いをいた

します。それでは議案第５９号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

●議長（辰田直久） １３番、石橋議員 

●石橋議員（石橋純二） 本来でございますと、議案第１０号で質問すべき事項であったかと

思いますが、ページ数でいいますと１３ページ、分担金についてでございます。これで堆

肥化処理施設整備事業過年度分分担金というのがございます。これについて２４万円とい

うことが示されておりますけれども適切に入っているのかどうか。また施設について適切

に管理がされているのかどうか。ちょっとお伺いしたいと思います。 

●議長（辰田直久） 植田農林振興課長 

●植田農林振興課長（植田弘和） ２４年度に施設の修繕をいたしましたときに月々２万ずつ



 

の負担金の未納部分を分割して払うという約束ができまして、それ以降ずっと２万円が収

入されておりまして２７年分も先日確認いたしましたが、すべて収入を終了しております。

それから施設の管理につきましても良好に管理をされております。 

●議長（辰田直久） 石橋議員 

●石橋議員（石橋純二） このことについては、合併時にもすでにかなりな滞納があったよう

に思います。その時にやはり指定管理をするのであれば、きちんとした対応ができてなけ

ればいけないと思うんですけれども、５年間という期間、そうしたものがいかがなものか、

もう少し縮めて確実な形にしてやっていくのが必要ではないかと思いまして質問をさせて

いただきましたが、その点についていかがでしょうか。 

●議長（辰田直久） 植田農林振興課長 

●植田農林振興課長（植田弘和） 処理場の運営そのものも参加する農家が減っている中で費

用の負担も個々の農家の負担部分が大きくなっておりますので、現在の負担金を引き上げ

ていただくというのは少し経営的に難しいんではないかという判断をしております。 

●議長（辰田直久） よろしいでしょうか。他にございませんでしょうか。 

●議長（辰田直久） 無いようですので、議案第５９号の質疑を終わります。続きまして、議

案第６０号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 無いようですので、議案第６０の質疑を終わります。続きまして、議案

第６１号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 無いようですので、議案第６１号の質疑を終わります。続きまして、議

案第６２号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 無いようですので、議案第６２号の質疑を終わります。続きまして、議

案第６３号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 無いようですので、議案第６３号の質疑を終わります。続きまして、議

案第６４号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 無いようですので、議案第６４号の質疑を終わります。続きまして、議

案第６５号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 無いようですので、議案第６５号の質疑を終わります。 

 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 



 

散会宣告 

 

●議長（辰田直久） 以上で、議案第６号から議案第６５号までの質疑は全て終了致しました。

以上で本日の日程はすべて議了(ぎりょう)いたしました。本日はこれにて散会といたしま

す。ご苦労さまでした。 

 

―― 午前１０時０５分 散会 ―― 

  
 
 
 

 

会議の経過を記載して、その相違ないことを証するためここに署名する。 
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